
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

1．労働衛生教育 

ガイドラインでは、「労働衛生管理のための諸対策の目的と方法を作業者に周知することにより、職場における作業

環境・作業方法の改善、適正な健康管理を円滑に行うため及び情報機器作業による心身への負担の軽減を図ることが

できるよう（中略）労働衛生教育を実施すること。また、新たに情報機器作業に従事する作業者に対しては、情報機

器作業の習得に必要な訓練を行うこと」としています。あわせて、教育および訓練を実施する場合は、「計画的に実施

するとともに、実施結果について記録することが望ましい」としています。 

2．作業者に対する教育内容 

「作業者に対して、次の事項について教育を行うこと。また、当該作業者が自主的に健康を維持管理し、かつ、増

進していくために必要な知識についても教育を行うことが望ましい」としています。 

① 情報機器ガイドラインの概要：ガイドラインの概要について説明します。 

② 作業管理情 報機器作業に関連する障害の最も大きな原因は「拘束的」な長時間に及ぶ作業であることを認識

させます。また情報機器作業の多様性と作業の方法・姿勢等には個人差が大きいことを認識させ、自分自身の

作業方法に関して客観的な見方ができるようにします。 

③ 作業環境管理：作業環境が作業の効率や健康に及ぼす影響について理解させます。 

④健康管理 情報機器作業による健康障害の種類及びその可能性について理解させます。また身体的な症状、精神

的なストレスの症状が懸念された場合、それらへの対処方法についても理解させます。 

3．管理者に対する教育内容 

「情報機器作業に従事する者を直接管理する者に対して、次の事項について教育を行うこと」としています。 

①情報機器ガイドラインの概要（労働災害統計を含む） 

ガイドラインの概要について説明します。労働者教育に資する労働災害統計等も理解させます。 

②作業管理 情報機器作業に関連する障害の最も大きな原因は「拘束的」な長時間に及ぶ作業であることを認識さ

せます。また情報機器作業の多様性と作業の方法・姿勢等には個人差が大きいことを認識させ、管理者として

労働者の作業方法や姿勢等を客観的に観察し、指導できるようにします。 

④ 作業環境管理 作業環境（機器の種類、採光、照明、温度・湿度、騒音など）が作業の効率や健康に及ぼす影

響について理解させ、管理者として作業環境の改善、維持ができるようにします。 

⑤ 健康管理 情報機器作業による健康障害の種類およびその可能性について理解させます。また身体的な症状、

精神的なストレスの症状が懸念される労働者がいる場合、管理者として労働者に適切な助言（衛生管理者や産

業医などへの導きなど）ができるようにします。 
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労基法 16 条では、違約金制度や損害賠償額予定の制度を禁止しています。今回は、損害賠償額を

予定する契約の禁止について解説します。 

 

1．損害賠償額を予定する契約の禁止とは 

民法 420 条の賠償額の予定は、あらかじめ当事者間で一定の賠償額を定め、損害の発生とその

額を立証することなく定めた賠償額を請求できるもので、債権者の損害額の立証負担軽減や債務者

の高額負担リスクの防止のために設けられています。この契約の下では、債権者は債務不履行の事

実を証明すれば損害の発生とその額を証明しなくても予定額を請求することができ、債務者は実際

の損害額を証明しても減額できないと考えられています。 

労働契約の締結に当たり、賠償額を予定する契約をすると、債務不履行による実損害額にかかわ

らず、予定された損害賠償額を支払う義務を労働者が負うことになります。こうした労働契約は、

労働者に異常に高い賠償予定額が定められ、労働者の足止め策に利用される等の弊害があることか

ら、労基法 16 条では、民法を修正して禁止しています。 

賠償の金額をあらかじめ約定せず、現実に生じた損害について賠償請求することは、本条の禁止

に当たりません。 

 

2．損害賠償額を予定する契約 

判例では、研修費用や留学費用を会社が負担または立替をして、一定期間勤務した場合には、そ

の費用償還を免除する旨の合意がされたものが本条に抵触するか争われた事案があります。 

研修費用に関しては、①会社所属の技能教習所を修業した者に対し修業期間の２倍に相当する期

間の勤務義務を課し、この義務の違反者に一定額の弁償義務を課す契約（昭 23・７・15 基収

2408 号）、②美容師見習いでわがままに退職した場合には技術訓練の必要経費として入社時に遡り

１カ月につき４万円の講習手数料を支払う誓約書などがあり、こうした契約は労働者の自由意思を

拘束して退職の自由を奪うことになることから、本条に違反すると認めた判例があります。 

留学費用に関しては、企業の留学規程に基づき留学すれば留学費用を企業が負担し、留学終了後

５年以内に自己都合退職等した場合には留学費用を全額返還させるという制度について、業務命令

として留学派遣を命じていることから留学規程が本条に違反するとした判例があります。 



 

 

ラクソン事件 東京地裁平成 3 年 2月 25 日判決 

◆事案の概要 

(1) 英語教材販売会社で設立された X 社取締役兼営業部長だった Y は Y の率いる第二事業

部売上が X 社売上全体の約 8 割に至る等 X社の経営上極めて重要な地位を占めていた。 

(2) Y は X 社業績不振や給与遅配で会社存続不安で X 社代表者に取締役辞任の意思表示。 

(3) Y は、英語教材販売を業とする会社 Z 社の役員と接触し、X 社内組織の Z 社への移籍

の段取りの会合を持ち、X社内組織の部長以下のマネージャー及びセールスマンらに Z社

への移籍を了承させ X 社の営業所の備品等を Z 社の事務所に運搬。Z 社に移籍した X 社マ

ネージャーとセールスマンらは X 社に退職届を郵送。その後 Y は Z 社事務所で営業開始。 

(4) X 社は Y に対し主位的に取締役の忠実義務違反の予備的に従業員（営業本部長）の雇用契

約上の誠実義務違反の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を Z 社に対して不法行為

に基づく損害賠償を請求。これに対し Y は立替払の営業経費相当額の支払いを反訴請求。 

判旨の要約 Xの本訴・Yの反訴とも請求一部認容・一部棄却 

(1) 従業員は、使用者に対して、雇用契約に付随する信義則上の義務として就業規則を遵

守するなど労働契約上の債務を忠実に履行し、使用者の正当な利益を不当に侵害してはな

らない義務（以下「雇用契約上の誠実義務」といいます）を負い、従業員が右義務に違反

した結果使用者に損害を与えた場合は右損害を賠償する義務を負うというべきである。 

個人の転職の自由は最大限に保障されなければならないから、単なる転職の勧誘に留まる

ものは違法とはいえない。その引抜きが単なる転職の勧誘の域を越え、社会的相当性を逸

脱し、極めて背信的方法で行われた場合には、雇用契約上の誠実義務に違反したものとし

て、債務不履行又は不法行為責任を負うというべき。社会的相当性を逸脱した引抜き行為

であるか否かは転職する従業員のその会社に占める地位、会社内部における待遇及び人

数、従業員転職が会社に及ぼす影響、転職勧誘事情を総合考慮して判断するべきである。 

(2) 本件での Y の引抜き態様は、事案の概要の述べた通り、計画的かつ極めて背信的で本

件マネージャー及びセールスマンらに対する移籍の説得は適法な転職の勧誘に留まらず、

社会的相当性を逸脱した違法な引抜き行為であり不法行為に該当する。 

 

【金ちゃん先生の一言】 

「労働者の職業選択の自由、転職に自由を踏まえ、引抜き行為の違法性は限定的に解釈され 

る傾向にはありますね。」 
 

労働判例百選Ⅱ個別的労働関係法  (1１)雇用関係の終了１１ 転職・引抜き行為 
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令和７年度税制改正により、基礎控除の見直し等（基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親

族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正）が行われました。 

さらに、令和８年分以後の給与の源泉徴収事務においても対応が必要です。どのような変更があり、どのように対

応する必要があるのか？ 以下で、その注意点を整理しておきます。 

令和８年分以後の給与の源泉徴収事務における注意点を確認しておきましょう 

★令和８年１月に支払う給与からの所得税の控除は、上記の新たなルールに沿って行うことになります。新たな扶養

控除等（異動）申告書の記載内容などを確認し、新たな源泉徴収税額表を用いるようにしましょう。必要であれば、

国税庁の「令和８年分 源泉徴収税額表」のダウンロードページの URL をお伝えしますので、気軽にお声掛けくださ

い。 

高市政権で初の総合経済対策を決定 

･････････････････････････令和８年分以後の給与の源泉徴収事務における注意点････････････････････････ 

･･････････････････････「強い経済」を実現する総合経済対策の３つの柱と気になる施策･････････････････････ 

令和７年 11 月下旬、高市政権では初の経済対策となる「『強い経済』を実現する総合経済対策〜日本と

日本人の底力で不安を希望に変える〜」が決定されました。この総合経済対策の規模は、21.3 兆円程度（①一般会計の

歳出：17.7 兆円程度、②減税：2.7 兆円程度、➂特別会計：0.9 兆円程度）で、昨年度の総合経済対策を大きく上回る規

模となっています。 

注意点① 扶養控除等（異動）申告書の記載事項の変更 
令和７年分までの扶養控除等（異動）申告書には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていましたが、

令和８年分以後の扶養控除等（異動）申告書には、「控除対象扶養親族」に、特定親族に該当する人のうち合計所

得金額が 100 万円以下である人を加えた「源泉控除対象親族」を記載することとされました。 

注意点② 扶養親族等の数の算定方法の変更 
令和７年分までの源泉徴収事務においては、基本的に「源泉控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の数

を基に扶養親族等の数を算定していましたが、令和８年分以後においては、基本的に「源泉控除対象配偶者」及

び「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定することとされました。 

〈補足〉令和８年分以降の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」においても、基本的に「源泉控除対象配偶者」及び

「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定することとされました。 

注意点③ 源泉徴収税額表の改正 
令和８年１月１日以後に支払うべき給与については、令和７年度税制改正の内容を反映した「令和８年分 源泉

徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を求める必要があります。 

〈補足〉「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」も改正されたので、令和８年１月１日以後に支払うべき賞与については、「令和８

年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して、源泉徴収税額を求める必要があります。 

□ この総合経済対策の３つの柱 

第１の柱：生活の安全保障・物価高への対応 

第２の柱：危機管理投資・成長投資による強い経済の実現 

第３の柱：防衛力と外交力の強化 

□ 気になる施策（主に企業実務に影響をあたえそうなもの） 

第１の柱では、足元の物価高への対応、地方の伸び代の活用と暮らしの安定、中小企業・小規模事業者をはじめとす

る賃上げ環境の整備を図ることとしています。具体的な施策をみると、次ページのような内容も盛り込まれています。 

 

★この総合経済対策に係る予算を中心に、一般会計の歳出総額で 18 兆 3,034 億円を計上した「令和７年度補正予算」が

令和 7 年 12 月 16 日の参議院本会議で可決・成立しました。今後、どのように具体化されるのか？ 動向に注目です。 

● 賃上げの裾野を正社員以外にも広げる観点から、非正規雇用労働者の処遇改善等を行う事業者を支援するキャリア

アップ助成金の活用を促進する。 

● 物価高の影響を受ける中低所得者の支援のため、給付付き税額控除の制度設計に着手するとともに、基礎控除の物

価に連動した引上げについて、令和８年度税制改正で検討し、結論を得る。 

● 物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、０歳から高校３年生までのこどもたちに１人当たり２

万円の物価高対応子育て応援手当（仮称）を支給する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/ 10 ● 10 月分の源泉所得税・住民税特別徴収税の納付 

11/ 15 ● 所得税予定納税額の減額申請期限（第 2 期分のみ） 

12/1 ● 10 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● ９月決算法人の確定申告と納税・2026 年 3 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 所得税予定納税額の納付（第 2 期分） 

◆あとがき 今回は第９次社労士法改正に伴う社会保険労務士の使命に関する規定新設をご紹介します。 

 社労士法第１条(新) （社会保険労務士の使命） 

第１条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の 

確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与する事により、事業の健全な発達と労働

者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会

の実現に資することを使命とする。 

お仕事 
カレンダー 

11月 
 

豆知識情報  労働安全衛生法 事業者等の責務 

➀事業者等の責務 

⑴ 事業者の責務（法３－Ⅰ） 

「事業者は単に労働安全衛生法で定める労働災害防止の為の最低基準を守るだけでなく快適な職場環境実

現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。又

事業者は国が実施の労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない」とされている。 

マイカー等通勤者の通勤手当の非課税限度額が改正されました 

「自動車や自転車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額」が引

き上げられました。そのポイントを確認しておきましょう。 

★自動車や自転車など

の交通用具を使用して

通勤している方に通勤

手当を支払っている企

業では、チェックして

おく必要があります。

該当者がいる場合は、

国税庁の資料などを紹

介いたしますのでお声

掛けください。 

なお、電車やバスな

どの交通機関のみを利

用して通勤している場

合の通勤手当の非課税

限度額については、改

正はありません。 

･････････････････いわゆるマイカー等通勤者の通勤手当の非課税限度額の改正のポイント････････････････ 

 

□ この改正は、令和７年 11 月 20 日に施行され、令和７年４月１日以後に支払われるべ

き通勤手当（同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きま

す）について適用されます。 

 


